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平成２５年度第２回千葉市救急業務検討委員会 

 

議  事  録 

 

１ 日 時 平成２６年３月１２日（水） １９時００分から２１時００分まで 

 

２ 場 所 千葉市中央区長洲１丁目２番１号 

      千葉市消防局（セーフティーちば）７階 作戦室 

 

３ 出席者  

（１）委 員（８人） 

    平澤  博之委員長、織田  成人委員、中村  弘委員、山本  義一委員 

中田  泰彦委員、中村  孝雄委員、太枝  良夫委員、田中  正委員 

（２）事務局 

   石井局長、安藤警防部長、大极救急課長、山口救急課長補佐、鮫島救急管理係長 

   梅澤高度化推進係長、松本司令補、松江司令補、平井士長、坂本士長、大三川士

長 

（３）オブザーバー 

   千葉県：岩永室長（健康福祉部医療整備課）、須賀班長（防災危機管理部消防課） 

千葉市：植田主任主事（保健福祉局健康部健康企画課） 

 

４ 開会 

 

５ 議事概要報告 

  「平成２５年度第１回千葉市救急業務検討委員会」議事概要 

 

６ 議題及び報告 

  議題１ 救急救命士が行う処置範囲拡大に係る本市の取組とメディカルコントロ

ール体制の構築について 

  議題２ 「ＩＣＴを活用した救急業務の推進」に関する方針の一部変更について 

  報告１ 救急救命士の教育実施状況について 

  報告２ 指令センター医師常駐体制の状況について 

７ その他 

  平成２６年度第１回千葉市救急業務検討委員会の開催予定について 
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８ 議事概要 

（１）「平成２５年度第１回千葉市救急業務検討委員会」議事概要報告 

   平成２５年５月２８日（火）に開催された、平成２５年度第１回千葉市救急業務 

  検討委員会の議事概要は、平成２５年度第１回千葉市救急業務検討委員会の会議資 

料として、事務局から各委員あてに事前配布されていたことから、議事概要に関す 

る疑義、意見等はなく了承された。 

（２）議題１ 救急救命士が行う処置範囲拡大に係る本市の取組とメディカルコントロ

ール体制の構築について 

   事務局から、救急救命士法施行規則の一部改正に伴う救急救命士の処置範囲拡大

について、運用開始するために必要な事項や運用開始時期について説明があり、審

議の結果、プロトコールを一部変更し、マニュアル・プロトコール専門部会で審議

を行い、部会長の承認をもって平成２６年４月１日から運用を開始するとして了承

された。 

（３）議題２ 「ＩＣＴを活用した救急業務の推進」に関する方針の一部変更について 

   事務局から、方針の一部変更に至った経緯の説明及びシステム開発業者による開

発に至った経緯や運用開始している奈良県での効果などの説明を行った。審議の結

果、導入するシステムについて理解が得られ了承された。 

（４）報告１ 救急救命士の教育実施状況について 

   事務局から、平成２５年度中に実施された各病院実習の実施状況及び再教育の実

施状況について報告があった。 

（５）報告２ 指令センター医師常駐体制の状況について 

   事務局から、平成２５年中の常駐医師業務実施状況について説明があり、指示件

数は３５１件、指導・助言件数は５８６件、報告件数は８８３件、常駐医師の裁量

による医療機関交渉は５件であった。平成２４年中より全体的に減少したが、来年

度から実施予定の救急救命士の処置範囲拡大に伴い、指示、指導・助言件数の増加

が見込まれるとの報告があった。 

（６）その他 平成２６年度第１回千葉市救急業務検討委員会の開催予定について 

    事務局から、平成 2６年度第１回千葉市救急業務検討委員会は、本委員会委員の

先生方の改選時期となることから、改選委嘱事務が整い次第、案内する予定であり、

開催時期については平成２６年５月中旬を予定しているとの説明があった。 
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審議概要 
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定刻となりましたので、ただいまより平成２５年度第２回千葉市救

急業務委員会を開催させていただきます。本日の委員会は千葉医療セ

ンター増田委員、千葉市医師会齋藤委員、中村委員、千葉脳神経外科

病院湧井委員、山王病院谷嶋委員が欠席となっております。千葉県救

急医療センター中村委員は若干遅れるとの連絡がありました。今回の

委員会におきましてもオブザーバーとして、千葉県から消防課須賀班

長、医療整備課岩永室長、千葉市保健福祉局より健康企画課植田主任

主事にご出席をいただいております。それでは開会に先立ちまして消

防局長の石井よりご挨拶申し上げます。 

 消防局長の石井でございます。本日は委員の先生方におかれまして

は年度末の大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうご

ざいます。今回の開会に先立ちまして一言ご挨拶を申し上げます。今

回の委員会は、一昨年先生方に多大なるご協力をいただきながら行い

ました、救急救命士の処置拡大実証研究の成果を踏まえました、新し

い救命処置に関する取り組みとメディカルコントロール体制の構築を

はじめ、来年度から市長マニフェスト事業といたしまして開始する予

定であります、ＩＣＴを活用した救急業務の推進など今後の本市救急

業務に大変な変革をもたらす内容につきまして、メディカルコントロ

ールの観点から先生方にご協力いただきたい内容をご審議いただくも

のでございます。どうぞご臨席の先生方におかれましてはご忌憚のな

いご意見をいただきまして実りある委員会になりますよう、よろしく

お願い申し上げまして挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 それでは早速でございますけれども、会議資料の確認をさせていた

だきたく存じます。お手元のレジュメに沿って確認をさせていただき

ます。まず本編資料赤インデックスでございます。表ページが本日の

会議の次第となっております。次にインデックス議事概要ですが、平

成２５年度第１回千葉市救急業務検討委員会の議事概要でございま

す。次にインデックス議題１ですが、「救急救命士の行う処置範囲拡

大に係る本市の取組とメディカルコントロール体制の構築について」。

この資料といたしまして、インデックス資料１「救急救命士の行う処

置範囲拡大に係る本市の取組とメディカルコントロール体制の構築に

ついて」。さらに参考資料としてインデックス参考１から参考５まで

付けてございます。資料確認の途中ですが、中村弘委員が到着いたし

ましたのでご挨拶させていただきます。よろしくお願いします。引き

続き資料の確認でございます。次にインデックス議題２ですが、「Ｉ

ＣＴを活用した救急業務の推進」に関する方針の一部変更について。
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平澤委員長 

 

この資料といたしまして、インデックス資料２「本市（消防局）事業

計画の方針変更について」となっております。続きましてインデック

ス報告１でございます。ここで資料の修正をさせていただきます。「救

急救命士の教育実施結果」となっておりますが、「救急救命士の教育

実施状況」とご修正・ご訂正いただきますようお願いいたします。そ

の資料はインデックス資料３となっております。次に報告２「指令セ

ンター医師常駐体制の状況（平成２５年中速報値）について」。その

資料はインデックス資料４「指令センター医師常駐体制の状況につい

て（平成２５年中速報値）」となっております。最後にインデックス

その他は次回、「平成２６年度第１回千葉市救急業務検討委員会の開

催予定について」となっております。修正が１箇所ございました。申

し訳ありませんでした。その他乱丁・落丁等はございませんでしょう

か。それでは以上で資料の確認を終わります。それでは以後の議事の

進行は、設置条例第５条の規定に基づきまして平澤委員長にお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

平澤でございます。各委員の皆様方におかれましては年度末の大変

お忙しい中、平成２５年度第２回のこのＭＣ委員会にご参加いただき

ましてありがとうございます。先ほど事務局が申し上げましたように、

今日は欠席の先生方がいらっしゃいますけれども、１つは夜急診の運

営会議がありましてバッティングしてしまってそちらに出ていらっし

ゃる先生もいらっしゃいます。しかし、成立規定を満たしております

ので、委員会を行いたいと思います。本日の委員会でも活発なご議論

をお願いいたします。それでは早速次第に基づきまして始めたいと思

います。まず、議事概要の報告についてお願いします。これは平成２

５年５月２８日にここで開催された平成２５年度第１回のＭＣ委員会

の議事概要です。それでは事務局からお願いします。 

それでは平成２５年度第１回千葉市救急業務検討委員会の議事概要

についてご説明いたします。資料のインデックス議事概要をお開きく

ださい。平成２５年度第１回千葉市救急業務検討委員会は、平成２５

年５月２８日火曜日、委員１１名のご出席により消防局で開催し、２

件の議題及び３件の報告事項が取り扱われました。なお、議事概要の

ご説明につきましては本委員会の開催に先立ち委員の皆様に事前配布

の上、ご確認いただいていますことから省略をさせていただきたく存

じます。以上で平成２５年度第１回千葉市救急業務検討委員会の議事

概要について説明を終わります。ご指摘などございましたらよろしく

お願いいたします。 

ありがとうございます。ただいま事務局から平成２５年度第１回千

葉市救急業務検討委員会の議事概要について報告がありましたが、何
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かありますでしょうか。各委員には前もってお渡ししてご覧になって

いると思いますが、何かご指摘追加事項はございますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。それではこの議事概要をお認めいただいたという

ことで、引き続き次に移りたいと思います。それでは議事の次第３、

議題１「救急救命士が行う処置範囲拡大に係る本市の取組とメディカ

ルコントロール体制の構築について」ということで事務局より説明を

お願いします。 

救急課長の大极でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは説明をさせていただきます。今般、国から救急救命士の処置

範囲拡大に係る通知が発出されたところであります。拡大項目につき

ましては、本委員会の承認をいただき平成２４年度に参加いたしまし

た厚生労働科学研究事業で実施した３行為のうち、２行為が平成２６

年度より実施可能となりました。実証研究期間におきまして傷病者の

救命率の向上や後遺症の軽減が期待されるとの見解が示されたことか

ら、本市といたしましても平成２６年４月以降速やかに実施できる体

制を構築するために必要なメディカルコントロール体制に係る部分を

委員の皆様にご審議をいただくものでございます。詳しくは担当より

ご説明させていただきます。 

事務局の梅澤でございます。よろしくお願いいたします。インデッ

クス資料１に基づき説明させていただきます。９ページをお開きくだ

さい。本年１月３１日付で厚生労働省より、救急救命士法施行規則の

一部改正が行われ、医師の具体的指示の下で救急救命士が行う行為が

追加されることとなりました。追加される行為は、いずれも心肺機能

停止前の重度傷病者に対する行為で、静脈路確保及び輸液、血糖測定

及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与であり、施行時期は平成

２６年４月１日からとなっております。また、救急救命士の資格要件

でございますが、まず薬剤投与認定救命士であること、当該処置に関

する専門的教育を受け千葉県救急業務高度化推進協議会が認定した者

となっております。それでは１１ページをお開きください。国の通知

を踏まえた当局の方針ですが、平成２４年度に本委員会の承認をいた

だき厚生労働科学研究事業であります、「救急救命士の処置範囲に係

る実証研究」に参加しております。こちらの実証結果の中で傷病者の

容態に一定の改善が確認できたこと、千葉市の救命率の向上及び後遺

症の軽減が期待できる行為であることから、実運用に向けた体制作り

につきまして本委員会の承認とご協力をいただきたいと思っておりま

す。処置範囲を拡大するにあたって各地域メディカルコントロール協

議会で整備しなければならない事項といたしまして国から４点提示さ

れております。まず１点目は、常時医師の具体的な指示が得られる体
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制であること、２点目はプロトコールを作成すること、３点目は事後

検証体制を整備すること、４点目は再教育体制を整備すること、とさ

れております。厚生労働科学研究ですが、平成２４年９月から平成２

５年１月末まで本市で当該行為に係る実証研究を実施しております。

それでは拡大される行為について説明させていただきます。１３ペー

ジをお開きください。まず、静脈路確保及び輸液についてでございま

す。対象となる傷病者は、ショックが疑われる又はクラッシュ症候群

が疑われる傷病者であり、静脈路確保後に乳酸リンゲル液を急速投与

いたします。ただし、心原性ショックに陥っていると疑われる傷病者

は除外されます。続きまして、ブドウ糖溶液の投与についてでござい

ます。対象となる傷病者は、血糖測定の結果５０mg/dl未満の傷病者

となります。ただし、血糖測定する際にくも膜下出血が疑われる傷病

者は血糖測定の対象者から除外され、５０mg/dl未満の傷病者であっ

た場合には５０%ブドウ糖溶液４０ml を静脈路確保後に投与するこ

ととなります。なお、血糖測定につきましては実証研究時は医師の具

体的な指示が必要とするいわゆる特定行為に位置付けられているとこ

ろでございましたが、今回の一部改正では包括的指示下における行為

として認められており、血糖測定について医師からの具体的な指示は

必要ないとされております。この２つの行為の共通事項として、心肺

機能停止前の傷病者であることで、これは心臓機能・呼吸機能のいず

れかが停止している状態ではないということでございます。対象年齢

はいずれの行為とも１５歳以上の傷病者であることとされておりま

す。それでは運用開始に向けての体制についてご説明いたします。１

５ページをお開きください。本委員会でご承認いただけましたなら、

プロトコール及び事後検証体制につきましてそれぞれの専門部会で検

討いたしまして、本会の先生方にご審議をお願いしたいと思っており

ます。当局としましては、必要な教育を行うとともに、常駐する先生

方への説明、事後検証される先生方への説明、医師会等への説明を行

いたいと思っております。では、国から提示されている４点について

それぞれ本委員会での対応についてご説明させていただきます。１７

ページをお開きください。１点目の当該行為に係る医師の具体的指示

を受けられる体制についてです。こちらは先生方にご協力いただいて

おります、常駐医師体制下で行います。また、常駐医師の先生方への

周知の方法といたしまして、常駐医師の先生方の施設にお伺いすると

ともに、常駐される先生方が使用される「指令センター常駐医師用マ

ニュアル」を変更いたします。２点目のプロトコール作成についてご

説明いたします。１９ページをお開きください。プロトコールにつき

ましては、実証研究時に作成いたしましたプロトコールを一部変更す



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平澤委員長 

 

 

 

 

ることとなります。なお、平成２５年５月の委員会で承認していただ

き全面改訂したプロトコールに２つの行為を追加することとしたいと

考えており、国が示すマニュアルに基づいてマニュアルプロトコール

専門部会においてプロトコールを検討作成しまして、本委員会の先生

方にご審議いただきたいと思っております。続きまして３点目の事後

検証体制の整備について説明させていただきます。２１ページをお開

きください。事後検証体制につきましては、事後検証に関する専門部

会の先生方からご意見を伺いながら、新たな構成の事後検証票を作成

したいと考えております。続いて、４点目の再教育体制の整備につい

てでございます。再教育体制につきましては、これまで薬剤投与認定

救急救命士に対する再教育といたしまして資格を取得後、３年ごとに

再教育を行うこととしております。こちらにつきましては、今後の運

用状況を踏まえまして、平成２６年度中に「救急救命士の再教育に関

する専門部会」において再教育体制の整備に向けて検討する予定でお

ります。また、処置範囲拡大に係る事故発生時の対応につきましては、

「重要症例調査専門部会」におきまして随時検証検討することとした

いと考えております。当該処置範囲拡大に係る教育の実施についてご

説明させていただきます。２３ページをお開きください。国が示して

おります教育カリキュラムにつきましては、２４時限の教育が必要と

されておりますが、実証研究に参加した地域については３時限とされ

ております。また、教員いわゆる講師ですが医師及び救急救命士又は

これと同等以上の学識経験者とされております。当局の対応としまし

て、国が示す３時限の教育を千葉市消防学校で開催することとしてお

り、講師については指導医また指導救命士にお願いしたいと考えてお

ります。まとめでございます。２５ページをお開きください。今回救

急救命士法施行規則の一部が改正され、救急救命士の医師の具体的な

指示下で行う処置が追加されました。実施する行為は、心肺機能停止

前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液と、心肺機能停止前の重

度傷病者に対する血糖測定及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投

与が追加されました。運用開始は平成２６年 4月 1日とされており、

消防局としましては当該行為を千葉市で実施することについてご承認

いただきまして、国の示す対応を速やかに図り運用を開始したいと思

っております。事務局からの説明は以上でございます。 

ありがとうございます。詳しく説明していただきましたが整理して

おきたいと思うのですが、要するに心肺停止での静脈路確保と輸液、

いままで静脈路確保は心肺停止してからの静脈路確保だけだったので

すが、心肺停止前から静脈路確保して輸液をしていいということと、

血糖測定して低血糖だったらブドウ糖を入れるという２つのことを追
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加したいということ。これはもう国で決まったことなのでこの内容は

やるということなのですが、ご審議いただきたいのは当該行為追加に

必要な前提条件の４つというのが１１ページに書いてありますが、こ

れがこのMC協議会がコントロールしているこの千葉市ではちゃんと

できているかどうかというのをお認めいただいて、それができている

ということなら具体的に認めていただきたいということになろうかと

思います。まず１１ページの４つのことを１つずつ確認していきたい

と思うのですが、医師の具体的な指示を受けられる体制であることと

いうのは、千葉市には医師常駐体制がありますからこれはできている

ということでよろしいでしょうか。それは特にご意見がないようなの

でよいとして、プロトコールなんですが、プロトコールに関しまして

は国からの通知と実証研究で培ったノウハウを踏まえてプロトコール

について検討し、千葉市救急業務検討委員会において当該プロトコー

ルについて審議していただくということなのですが、具体的なプロト

コールがもう出来ているということですか。それともこれから変更す

れば済むということですか。 

まず参考資料５の６９ページをお開きください。６９ページと７１

ページに２つの行為のプロトコールがございます。このプロトコール

につきましては実証研究の時と大きな差異はございません。静脈路確

保及び輸液のプロトコールについては大きな変更はございません。た

だし、７１ページでございます。ブドウ糖溶液の投与につきましては、

医師の血糖測定の判断のところが特定行為とされていましたが、今回

は包括的な指示下になっており、その他に大きな変更はございません。

以上でございます。 

わかりました。今おっしゃっていたようにこのプロトコールは実証

研究をやるときに一応皆さんにご審議いただいて、これでいこうとい

うことになってそれをやって、効き目があるということがわかったの

で、今回正式に追加されたということなんですけれども、さっきあり

ました４つのうちのプロトコールに関してこれでよろしいですか。特

に何か問題点などありますか。いかがでしょうか。 

教えてもらいたいんですけれども、依然決まったプロトコールとい

ことですが、１３ページの静脈路確保及び輸液の対象の話なんですけ

れども、ショックが疑われる、心原性ショックを除外するとこれは６

９ページ７１ページにも同じことが書いてあるのですが、心原性ショ

ックだと血圧も下がっているし、輸液をする、いろいろあると思うん

ですけどこれを除外する規定というのはもともとどういう考えで出て

きたのか教えていただきたい。静脈路確保して輸液して昇圧剤を使う

というのが通常の治療法だと思うんですが、昇圧剤まで行くことはな
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いとしても静脈路確保して輸液するということは通常だったらするか

なと思うんですけど、ここが除外された理由というのを教えてくださ

い。 

まずこのショックの時の具体的な投与する速度なのですが、ショッ

クの時は全開投与してくださいというものが基本的にございます。そ

の場合、通知の中にもあるのですけれども全開投与すると前負荷が高

まるだろうということで心原性ショックの時はあまり良くないという

ような見解があったと聞いております。そこで国のほうが心原性ショ

ックは除くとなったと聞いております。以上でございます。 

いまは教科書的にはショックを、カルディオジェニックショック、

ハイポボレミックショック、オブストラクティブショック、ディスト

リビューティブショックというふうに分けて教えていると思うのです

が、急速輸液療法の適用となるのは基本的にはハイポボレミックショ

ックですので、心原性ショックでうっ血性心不全で血圧が下がってい

たりして輸液をすると大変なことになってしまう可能性が高いので、

どうやって心原性ショックを除外するかというのは難しいところがあ

りますけれども、そういうことも含めて心原性ショックは除いたほう

が無難であるということだと思います。 

ありがとうございました。 

実証研究の時のプロトコールというのは研究目的という形だったの

で、結構大雑把なプロトコールですよね、はっきり言って。つまりシ

ョックということだけでどういう患者にやるかとか、たとえば常駐医

がどうやってショックかどうか救急隊の情報から判断するかというこ

とはどのようにするつもりなのでしょうか。これが単に救急隊員がシ

ョックであると判断したらやっていいということになるわけですよ

ね。オンライン指示を受けるということになっていますが。指示する

ドクターにその傷病者がショックかどうかというのをどうやって伝え

るかという具体的なものはなくてもいいんですか。 

救急救命士のテキストにもショックを判断するものとか書いてある

のですよね。症状とかいくつかは。血圧の測定を含めて。それを満た

せばショックとして常駐医にお伺いをたてるということになるんです

かね。 

こちらの国の通知から適応対象ということでショックの対象の定義

がございます。インデックス資料参考５、６８ページをお開きいただ

けますでしょうか。６８ページの３の留意点というのがあります。そ

ちらのほうで適応対象ということで書き示されております。まず、シ

ョックの増悪因子としまして出血の持続がある場合、意識障害が進行

している場合、アナフィラキシー、熱中症などの脱水がある場合とな
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っております。また、クラッシュ症候群を疑うというところで挟圧、

重量物や機械、土砂等に体が挟まれ圧迫されている状態というような

場合がこの静脈路確保し輸液する対象だとなっております。その場合

現場の救急救命士が常駐医師にこの状態とバイタルサインを告げて、

先生の指示の下、静脈路確保及び輸液を実施するということになって

おります。 

これ、あくまで状況ですよね。要するに出血の持続といっても内出

血していたら、持続しているかは外から見てもわからないわけで、少

なくても何と何を報告して判断を仰ぐとか具体的な項目を付けないと

なかなか難しいと思うんですけど。指示するほうもね。バイタルサイ

ンを報告してって軽く言いましたけど、バイタルサインって何と何を

報告しなければいけないか、最低ですね。いつも救急隊員からの報告

を受けて思うんですけど、呼吸数が必ず抜けていますよね。ショック

の大事な症状の呼吸数。やっぱ、そういうことを具体的に書き込まな

いとこれ指示するほうもなかなか難しいと思いますよ。 

これは国から流れてきたことであるんですけど、問題点があるなら

フィードバックしたいと思いますけど。 

織田先生が言っていた呼吸数。昨日、今日交通外傷が結構ホットラ

インに入ってきたんですけど、必ず呼吸数だけ抜けているんですよ。

観察してないんですかと言うと、「しています。すいません。」って。

ＪＡＴＥＣなんかでも医者も呼吸数忘れるんですよ、必ずと言ってい

いほど。呼吸数は織田先生がおっしゃられたように非常に重要ですよ

ね、判断する場合に。急性期の。救急隊員が何が重要な項目であるの

かということ、つまり広い意味で言うとトリアージの能力というもの

が十分でないというのは、長年付き合ってわかっていますけれども、

その中で輸液に関して、こういう網羅的な国の書いたものをそのまま

常駐医の先生方に提示するというのはまずいです。なぜ輸液が救急隊

員、救命士にやってもらうかという当初の目的というのを思い返せば、

これは明らかに外傷性の出血性ショックです。クラッシュというのは、

地震の影響で有名になったからですけど、滅多に起こるわけではない

ですよね。日常的にあるのは外傷性の出血性ショックでそこだけにタ

ーゲットを絞って、「何でこれができないんだ」というのが救命セン

ターにいた多くの医師の不満だったというか熱望だったわけですか

ら、その辺を強調していただいたほうがいいと思います。先ほど織田

先生がおっしゃっていましたけど心原性ショックというのは私らだっ

て目の前に来たってわかりませんよ。ですけど昔々のフォレスター分

類のⅣだったかな。そこだけがむしろ輸液をいっぱいしていいよとい

う確か分類の一部だったと思いますけど、多くの場合は心不全なんか
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はやっちゃいけないということだと思いますから、輸液していってい

いですけど、さっき聞いたら全開で落としなさいって指示なんですよ

ね。前回はなかったですよね。今まで全開で落としなさいという指示

は… 

実証研究のときの落とす速度はどのようにしていましたか。 

基本的に全開または１秒１滴という２つの選択肢がありました。 

ところが全開で落として来るようなことなんてなかったですよ。 

ありませんでした。 

でしょ。ですから救急隊員は全開で落としちゃいけないんじゃない

かって思っていたに違いないんですよ。でもほんとの目的は全開で例

えば 500ml とか 1000ml とか入れて、血圧１２０mmhg にしちゃ

まずいけど９０mmhgくらいで維持したいというのが目的ですから、

その辺をきちっと強調したほうがいいと思いますけど。 

 ありがとうございます。この国のプロトコールはそれなりに委員の

先生方が練ったんでしょうね。医者向きに作っていないでしょうから。

逆に聞きますけど、６９ページにあるプロトコールは一例というのは、

これは千葉市のＭＣ協議会においてはもう少し具体的なものにすると

いうようなプロトコールに変更するというのは裁量権に含まれると考

えていいんですか。 

 考えていいです。 

 そうすると今意見をいただいた織田先生、中村先生は、一番の問題

の６９ページの何を変えればいいと思いますか。 

 少なくとも血圧、脈拍、呼吸数の 3つのバイタルサインをきっちり

報告して指示を仰ぐというのが必要だと思います。もちろんこの状況

以外にですよ。そのバイタルサインとただ書くだけでなく、それすら

書いてないわけですよ。それでどう判断するんだってことになります

ので、それをきちっと入れてあげたほうがいいと思って発言しました。 

 貴重な意見ありがとうございます。そうすると今のことを付議して

追加の行為を行うための条件の一つにプロトコールの作成があるの

で、プロトコール作成専門部会に下ろすわけですよね。それを付議し

て向こうの人たちに作ってもらうということにするのはどうですか。

他に何かプロトコールを作るならこれも入れておいてもらいたいとい

うことはありますか。整理するために２つ別々に聞きたいと思うので

すが、まずは静脈路確保及び輸液については、呼吸数を入れるという

ことと、それからさっき６９ページでおっしゃっていたのはショック

の増悪因子とありますけど、その前提としてショックと判断するとい

うのは何が入っていましたっけ。この人はショックだよと判断するの

は。それでそれが増悪する可能性が考えられるときに輸液をするとい



 12 

 

織田委員 

梅澤係長 

織田委員 

 

 

平澤委員長 

梅澤係長 

 

 

 

 

中村（弘）委員 

平澤委員長 

梅澤係長 

平澤委員長 

中村委員 

平澤委員長 

 

 

 

梅澤係長 

 

 

平澤委員長 

梅澤係長 

中村（弘）委員 

 

 

 

 

 

平澤委員長 

 

 

 

梅澤係長 

平澤委員長 

うんだからショックを救急隊員が判断するんだから。 

 基本的には教育でやっているんですよね。 

 やっております。 

 それはよくわかっているんですけども、それをよく理解して指示を

出す側にそれをきっちり伝えないとこっちが判断できないということ

を言っているのでそれをプロトコールに入れてください。 

 よろしいですか。 

 ありがとうございます。実証研究の時に一度使っていたのですが、

常駐医師の先生方と救急隊員が使うチェック表を考えております。そ

の中に呼吸数、血圧、意識の状態などをお互いの共通のチェック表を

進めていって、これだったら大丈夫だろうということで常駐医師の先

生方から指示をいただこうかと考えております。 

 質問なんですが、輸液は何本まで入れていいんですか。 

 輸液のトータル量は規定があるのですか。 

 トータル量についての指示はありません。 

 一般的に積んでいるのは乳酸リンゲル液の何 ccですか。 

 ５００ccです。 

 例えば、搬送時間が長いと５００ccが空になったら、また入れてい

いというのはどうなのですか。それは具体的には書いてないんですか。

1 本終わったらＭＣの指示を受けろとかそういうことになっているの

ですか。 

 救急救命士のプロトコールもそうなんですけれども、もう１本追加

ということになると思います。このような場合は先生方に指示を受け

るということで対応したいと思います。 

 ということが書いてあるのですか。 

 国の通知には書いてありません。 

 あとですね、現場で 1時間、あるじゃないですか。そうすると輸液

が１本終わって２本終わる。行き場所ないよっていうシチュエーショ

ンが起こりうるわけでしょ、外傷なんかの場合。腹部とかね。そうい

う場合救急隊員は大変だけど、それを指示する常駐医師も大変ですよ

ね。目で見ているわけでもないし。そういうところは応用問題として

常駐医師に任せるのですか。 

 そこまで想定するというのはなかなか難しいんで、そうなったらせ

っかく千葉市には常駐医師制度があるから聞くしかないですよね。そ

もそも救急車には何本積んであるんですか。１ダースくらい積んであ

るんですか。 

 最低でも５、６本は積んであります。 

 搬送先が見つからなきゃ入れるってことですね。 
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 それもたとえば１本終わるところでバイタルサインを再チェックし

て常駐医の指示を仰ぐというようなプロトコールにしちゃえばいいん

ですよ。これあまりにも不備だと思いますよ、そういう意味では。 

 プロトコール専門部会に誰か入っていましたっけ。中村先生そうで

したっけ。誰でしたっけ。 

 千葉県救急医療センターの稲葉先生が専門部会長でございます。 

 今具体的にプロトコールの作成というのは、さっきのまとめのとこ

ろで 4月１日から始めるとのことでしたけど、それまでにプロトコー

ル作れますかね、今おっしゃったようなことを入れて。 

 やります。 

 やるわけね。私も時間が許せばいつも出ているのですが、今先生方

が示してくださった懸念をよくプロトコール専門部会に伝えてそれを

含んだプロトコールを作っていただきたいと思います。 

 織田先生、中村先生から今ご指摘を受けたことは今後の教育という

部分、本市の場合は実証研究を受けたメディカルコントロール協議会

ですので、３時間の追加講習が必要となります。今月中にそこでチェ

ックリストを使うであるとか、あるいは同時に並行して常駐に来てく

ださる先生方にもそういった説明をと考えておりました。具体的なプ

ロトコールについては今、委員長からご意見をいただいたような形で

同時並行で進んで入れ込んでいくという形を取ろうかなと思っており

ます。 

 わかりました。せっかくこの親会議にかけていただき、委員の先生

方からいろんな貴重な意見をいただいたのでそれも含めてプロトコー

ルの作成をお願いしたいと思います。出来上がったプロトコールの適

否については、プロトコール専門部会の先生方も専門医ですし、まし

て部会長も中村先生と同じ千葉県救急医療センターの方だから十分わ

かっていると思いますので、時間の関係があるからお任せしたいと思

うのですがよろしいですか。今のことは静脈路確保の話でしたが、血

糖値に関してはこれでよろしいですか。こっちはあまり問題ないと思

うのですが。よろしいですか。じゃあそういうことでやっていただく

ことにしてプロトコールは今いただいた意見を基に作っていただきた

いと思います。よろしくお願いします。３番目の事後検証体制の整備

というのは、これは千葉市では出来ていると思います。当分はこれを

やった人はみんな事後検証にかけるんですね。どうなんでしょう。 

 実施したものについてはすべて事後検証対象症例にしたいと考えて

おります。 

 となると予測の数を出すとしてはこういう事例は実証研究の時はど

のくらいでしたっけ。 
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 ひと月概ね１０件程度です。 

 両方合わせて１０件？静脈路確保が１０件くらい？ 

 ブドウ糖溶液の投与が１０件、静脈路確保が実際に実施になってい

るのが５例ございます。 

 ひと月に？ 

 ３か月でございます。 

 ３か月ね。大体そのくらいかな。それは事後検証にかけるというこ

とですがよろしいですか。あとは再教育をしなければならないという

ことですが、再教育は３時間でしたっけ。これは先生方と指導救命士

の方がやってくれるということですがどうでしょうか。これは３時間

というのは国から言ってきているのだそうですが。 

 こちらにある再教育というのは、今、千葉市消防局の薬剤認定救命

士が３年ごとに行う再教育ということです。 

 じゃあそれに乗っかるってこと？ 

 はい。今、事務局としましてはそちらのカリキュラムの変更を考え

ております。ただ、この処置範囲拡大に係る再教育がどのくらいウェ

イトを占めるものなのかというのが、まだ本運用しておりませんので

そこのところは平成２６年度の運用状況を踏まえまして、再教育に係

る専門部会がありますのでそちらに諮りたいと思っております。 

 実施する必要条件として再教育をしなければならないというわけで

なくてやった後の話ですね。 

 そうです。 

 わかりました。ちょっとそこを誤解していました。それはやってい

ただくということでよろしいですか。それで４つの条件をクリアして

やるとして、さっきお聞きしましたが 4月 1日からということでプロ

トコールの作成は間に合いそうということいいですか。 

 はい。 

 あと、指令センターの常駐の先生方に周知しなければいけないです

けど、そちらの作業も大丈夫ですね。 

 はい。もちろんそちらは大事だと思っておりますので、そちらのほ

うは各先生方の施設にお伺いしましてご説明をさせていただきたいと

思っております。 

 この実証研究の時もブドウ糖の投与でよくなった人もいたような覚

えもありますし、これをやることによって結果が良くなるという可能

性もありますので、今いろんな先生からいただいた意見を基にプロト

コールをちゃんと作っていただいて、本委員会としてはこのことは４

月１日からということで。全国はみんな 4 月１日からなんですか。4

月 1日というのは早いほうなんですか。 
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 私たちのほうでヒアリング調査をさせていただきました。4 月１日

から実施すると聞いているのは、東京都、横浜市、大阪府は４月１日

運用開始と聞いております。 

 いろんな準備が整わないでやるというのは問題ですけど、できれば

政令指定都市がやると言うんで、千葉市も頑張ってもらいたいのです

が、今おっしゃっていただいたことを基にプロトコールの作成など準

備が整うということが大前提として、それではこの２つの新しい行為

について4月から始めていいということで本委員会で承認したいと思

うのですがいかがでしょうか。 

 やっぱりかなり無理があると思うんですが。やると言っていてもほ

んとに周知できるのかどうかというのが心配なんですが。それでこの

通知が出たのが 1月３１日ですよね。何でこんなに遅くなったのか。

これからプロトコール作ってそれを周知すると言っても、あと 4月 1

日まで２週間ちょっとしかないですよ。ほんとに出来るのでしょうか。

それで本当に始めていいのかなと非常に疑問なんですが。それともう

一つは１月３１日に出ているわけなんですから、その時点からすぐ準

備していればこんな状況にはならなかったと思うんですけど、その辺

についてよく聞きたい。 

 この国の通知が1月３１日に出た時点で事務局としてはプロトコー

ルの素案を作ってございます。そして処置範囲拡大に携わった先生方

にご相談しながら作っておりましたが、まずこの本運用するときに本

委員会の先生方に承認をいただいてからというところで準備は整って

いる状況であります。これを正式にマニュアル・プロトコール専門部

会の先生方にご審議いただくという準備は整っております。 

 先ほども言いましたけど、これは常駐医師にとってとんでもないこ

とですよね。救急に慣れている人ならＯＫでしょうけど、内科系の先

生にとって外傷の出血性ショックの輸液をどこまでやっていいのかと

いうことの知識も経験もないと思うんですけどね。世の中ではそうい

うことに関する議論があることは、救急医とか外傷やってる人は知っ

てますけど普通の先生はご存じないと思いますよ。非常に困難性を極

めると思うんですけど、織田先生は厳しいことをおっしゃいましたけ

ど、もっと楽観的に考えて 1日からやってみて問題点をチェックしな

がらどんどん変えていくという方法もあるのかなと思います。ただ全

部目を通しましたけど、問題は二次検証だけではだめだよと。もっと

もっとどういう効果があったのかというのを3か月ごとくらいにチェ

ックする体制を作らないと特に輸液に関して。血糖のほうは意識が良

くなった、はいパチパチでいいんですけど、要するにいろんな問題が

先ほど言いましたけど心配しすぎだと言うことも言われましたけれど
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も、僕は心配のしすぎじゃなくていろんな問題が出てくると思います

ので、二次検証の範囲じゃだめで、その先どうなってどういう効果が

あったのか、有害事象はどんなことが生じたのかということをきちん

とまとめて、3 か月後か半年後くらいに検証しながらプロトコールを

変えていくみたいな体制を作らないと。それでそれを常駐医にフィー

ドバックしていかないとこれはちょっと無理があるかなと思うので、

その辺考えてください。 

 これは言い出すとなかなか難しい問題で、例えば外傷に対する輸液

療法はパーミッシブ・ハイポテンションという考えもありますからね。

そうなると入れないほうがいいのかなという話にもなってきますから

ね。でも、最大公約数という考え方としてはとりあえず外傷が原因で

血圧が下がっている人たちにある程度の血圧を保ちましょうというこ

とで輸液をやっていますので、今、中村先生がおっしゃったように今

の時点でのプロトコールを作っていただいて、実地検証にかけて問題

があれば軌道修正するということを視野において、一回やってみよう

ということでいかがでしょうか。 

 厳しいこと言いましたけれども、私も一回実証研究やっているので

かなりの部分は常駐医もまたあれをやるんだということでやられると

思うんですけれども、決してもっと伸ばしなさいとは言いませんので、

やってみてしっかり検証していただきたいということと、準備が短い

というのが心配で言っただけですので、委員長のおっしゃる通りで構

わないと思います。 

 わかりました。そういうことを含めてプロトコールをちゃんと作っ

ていただきたいと思います。それで多くの先生が言ってくださったよ

うに、あの厳しい中村先生でさえそう言っていただきましたので、4

月 1日からということを目指していただきたいと思います。この議案

に対して他に何かございますでしょうか。 

 細かいことですが、９ページの米印で「血糖測定については包括的

指示下で行う行為であり特定行為ではありません」とはっきり書いて

ありますけど、これは特定行為ですよね。具体的な指示がなくても特

定行為は特定行為ですよね。 

 特定行為ではありません。９ページの分類を示したものが３９ペー

ジにございます。３９ページに厚生労働省が示しているとおり、救命

処置ではありますが、特定行為ではありません。 

 そういうふうに分類しちゃってあるからそういうことだと思いま

す。よろしいでしょうか。それではこの「救急救命士が行う処置範囲

拡大に係る本市の取組とメディカルコントロール体制の構築につい

て」という議案はいろいろな前提事項がありましたがお認めいただい
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たということにしたいと思います。 

 最後に一点だけ確認させていただきたいと思います。委員長のご発

言でありましたプロトコール、教育という部分、同時並行なんですけ

れども最終的に親の先生方には3月中に書面で決裁をいただいてとい

うような形をとるということでよろしいでしょうか。 

 一番問題だったのがプロトコールということでしたが、先ほど申し

上げたように本委員会に属するプロトコール専門部会は、地域医療に

精通している先生方がやっているので、まして専門部会長は中村先生

と同じ千葉県救急医療センターの稲葉先生ですので、そういうことを

勘案して作ってくださると確信してお任せするというそういう意味で

す。それでは、議題２の「ＩＣＴを活用した救急業務の推進に関する

方針の一部変更について」ということで、事務局から説明をお願いし

ます。 

 説明に入らせていただく前に開発業者の説明員を求めておりますの

で入室していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

説明に入らせていただきます。ＩＣＴを活用した救急業務の推進につ

きましては、今年度第 1回本委員会で傷病者情報の動画像を指令セン

ターに常駐する先生や、受入れ可能と思われる医療機関に傷病者の顔

色やバイタルサイン情報をリアルタイムに伝送し共有するシステムに

ついてご審議をいただき了承をされているところであります。本事業

につきまして、消防局におきましても重点施策事業として来年度運用

に向けて調整していたところでございますが、来年度の市の最終判断

として事業方針の変更をせざるを得ないものとなり、議会で審議され

決定されたものであります。平成２６年度の新たな事業としまして、

救急情報共有端末を用いた救急隊と指令センターに常駐する先生と市

内の医療機関との傷病者情報の共有につきまして、救急情報共有端末

を開発する関係者による、実機を用いましたデモンストレーションを

踏まえてご審議をお願いしたいと思います。なお、説明につきまして

は本委員会設置条例第６条の関係者の出席により出席を求めたところ

です。それでは詳細につきましては担当者からご説明をさせていただ

きます。 

 それではお願いいたします。 

 システム開発業者により救急情報共有端末の開発に至った経緯及び

機能、また救急情報共有端末を運用している奈良県での実例や効果に

ついて説明があった。 

 ありがとうございました。会社の方々お待たせして申し訳ありませ

んでした。前の議題でいろいろディスカッションが盛んでしたので。

大変興味あるお話ありがとうございました。質問を受けたいと思うの
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ですが、その前に奈良県で始めてどのくらい経つのですか。 

 奈良県では２年前に全消防本部に導入しまして、１年前に救急告示

病院全てに導入されております。 

 そうしますと、搬送や応需状況の改善ということが患者のアウトカ

ムに影響与えたとか救命率が良くなったとかそういうデータはまだ出

てないんですか。 

 そうですね。我々も最終的にはそういうデータを見ていきたいので

すが、まだそこまでのデータがなく医療機関分がやっと 1年分集まっ

たという状況ですので、これから先、是非出していきたいと思ってい

ます。 

 そのデータがあれば余計説得力があるかなと思いますが、今、いろ

いろ動画を使って説明していただきましたが、委員の先生方で何かご

質問ありますか。 

 対応応需割合が劇的に上がったじゃないですか。千葉県内でも応需

情報をうちの施設でまとめて東葛とか山武に流しているんですけど、

結局何が問題かというとお分かりだと思いますけど、各施設の中がブ

ラックボックスなんですよね。ブラックボックスというのは病院によ

って状況が違う。さっき奈良県立医大の先生も言ってましたけど、１

０００床近い大学病院の中で今受けられるかなんてこと、誰一人とし

て言えないんですよね。１００床の救急病院の場合は情報を集めても

らって電話をたくさんして次々と受けられるかどうか判断するんです

けど、そういうことは普通の病院ではたぶん２００床３００床の病院

では出来ないと思いますよ。それを積極的に出してもらう方策として

この端末入力の情報の伝達があるのかなとお聞きしながら考えていた

のですが、そう考えてよろしいですか。 

 そうですね。まさに先生がおっしゃる通りです。やはり今まで病院

の中で救急医療情報システムというのが、実際にこれまでの状況だと

パソコンのところに行ってウェブを開いて入れるというのは実際に臨

床の現場で絶対できないわけでして、そこを端末で応需の状況を簡単

に変えられるといったところが労力としてはクリア出来たかなといっ

たところがあります。 

 もう一ついいですか。誰が端末を病院で操作しているのですか。こ

れが一番キーになると思うんですけど。３００床４００床の病院だと。 

 各病院で入れる方が分かれています。大体診療所レベルだと一番最

初に電話を受ける事務の方のところに一台置いています。基本的に奈

良県は一つの医療機関に予算の関係上 2台ずつしか配れないと。一台

は事務のところでもう一台は処置室に置いてあるのが診療所のパター

ンです。大学病院では一台は事務のところもう一台は当直医が持って
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いるということで運用しています。そこのところについては奈良県で

は特に誰が持たなきゃいけないという縛りはつけておりませんので、

先ほど先生がおっしゃっていたように各病院で誰が入力ということが

自然に決まって、実際には誰が入力して誰が伝達で救急隊からの情報

があった時にそれで当直医に伝えるだとかそういった病院の中での運

用は定まってきています。それは各医療機関にお任せしています。 

 もう一つ聞きたかったのは、要するに手を挙げるんですか、それと

も事前に入力して受けられるよと情報を入れるんですか。 

 基本的には事前に入れます。事前に入れるんですけど、刻々と状況

は変わりますので搬送１件受ければもちろんだめになったり、そうい

う状況がありますから、その時に一時受入れ不能というボタンがあり

まして、一度タップすればすべての症状が受入れ不能とワンタッチで

タイマー付きで何分は受入れ不能といったことが出来ますので、もし

あらかじめ入れた情報が変わるのであれば症状ごとに応需を変えるこ

とも出来ますし、一時的なもの、急患が発生したとか受入れをした時

には一時ストップボタンを押せば、それでタイマーが回って例えば１

８０分を設定すれば１８０分後に０になって丸に戻るような形の工夫

をしています。 

 千葉県内の応需情報を全部知っているわけじゃないですけど、この

限界というのはいくら事前に新しい情報を入力しても各病院とも３分

後には状況変わっちゃう可能性があるんですよ。うちも１分前には受

けられたけどもう受けられなくなることがいくらでもありますから、

そうなると情報流してそれをリアルタイムで見た人が全部情報持って

なきゃいけないわけですけど、手を挙げて受入れＯＫを出すシステム

のほうが理想的なのかなと思いますけど、その辺はどう克服されてい

ますか。 

 一つは先ほどの映像にもありましたが、伝達というボタンがありま

す。伝達というのは救急隊が疑った疾患で搬送先リストが出てきたと

きにその医療機関をタップしたときに伝達というボタンが出てきまし

て、伝達を押すとこの端末に入力した情報が医療機関に流れていきま

す。その時に医療機関ではアラームが鳴りまして、搬送の依頼があり

ますよということで電話する前に基本的には医療機関に情報が行きま

す。 

 その時点で受入れＯＫも出来るのですか。 

 出来ます。 

 千葉市は何台持つんですか。 

 それは次にいつから始めるかとかあるのでその時聞きましょう。 

大体お分かりいただけましたか。イメージ的としては。いろんなメリ
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ットがあるようですし、少なくとも収容に関しては時間的にも質的に

も上がるということが期待できるというシステムだと思います。ご承

知のようにこの議題としては、先生方に前のＭＣ委員会では、ＩＣＴ

の事業としては車載の高精度のカメラを置いてそれによって救急の質

を上げようというような取り組みをするというお話だったのですが、

このシステムも候補のうちの一つに挙がっていたのですが、諸般の事

情で車載の高精度のカメラというよりは来年度はこれをやろうという

ことに変えるということで議題としてはそれを承認いただきたいとい

う話です。予算もありますし、いいシステムでもありますのでそれを

お認めいただきたいんですけどよろしいでしょうか。お認めいただい

たとして、次に具体的なところの質問を受けたいと思うのですが、中

村先生がおっしゃったのは千葉市内の救急を受け入れている各医療機

関で端末は何台置いてくれるのかとか、いつ頃から始めるのかに関し

てお答えいただきたいと思います。 

 まず、協力していただける２３医療機関に各１台を配置したいと考

えております。また、同様のシステムを指令センター常駐医師の席に

１台、救急隊には全車両に設置するよう計画しているところでござい

ます。 

 整備してくださる端末の数というのは、各医療機関の規模に関係な

く一律に１台ずつということですか。 

 そうでございます。まず平成２６年度は、私たちもこのシステムを

網羅しているわけではありませんので、まずはテストということで平

成２６年度は始めさせていただきたいと思っております。 

 ありがとうございます。やってみていただいていいデータが出て、

今後会社の方がこんなにいいんだよということの例として千葉市を挙

げてくださるような効果を上げていただきたいと思います。よろしい

でしょうか。遅くまでありがとうございました。それでは「ＩＣＴを

活用した救急業務の推進に関する方針の一部変更について」の議題は

これで終わりたいと思います。実用に向けて各医療機関において協力

をお願いしたいと思います。では、次に報告事項に移りたいと思いま

す。「救急救命士の教育実施状況について」、事務局から報告をお願

いします。 

 それではご説明いたします。救急救命士の教育実施状況につきまし

ては、当局において団塊の世代の大量退職の影響により教育を開始し

た時期が例年より大きく遅れ、１０月から開始したところでございま

す。受入れ医療機関のご理解と先生方のご協力により計画通り実施す

ることが出来ました。この結果につきまして報告いたします。担当よ

りご説明いたします。 
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 まず、ご説明の前に誤植がございましたので修正をお願いいたしま

す。１０１ページの右の欄でございますが千葉医療センターが４人と

なっておりますが、６人に修正していただきたいと思います。大変申

し訳ございません。よろしくお願いいたします。平成２５年度の救急

救命士の教育実施状況についてご報告させていただきます。まず気管

挿管の病院実習でございます。今年度、派遣救急救命士数６名をそれ

ぞれ実習協力医療機関４医療機関にご協力いただきまして実施したと

ころでございます。千葉大学医学部附属病院に２名、千葉医療センタ

ー１名、海浜病院１名、青葉病院２名ということでご協力いただきま

した。ビデオ硬性挿管用喉頭鏡の病院実習でございます。派遣救急救

命士数１６名。実習協力医療機関７医療機関にご協力いただいており

ます。千葉医療センターに２名、みつわ台総合病院に６名、千葉メデ

ィカルセンターに２名、千葉中央メディカルセンターに３名、海浜病

院に２名、青葉病院に１名をご協力いただきました。薬剤投与病院実

習でございます。派遣救急救命士数７名。実習協力医療機関２医療機

関でございます。千葉大学医学部附属病院に３名、千葉県救急医療セ

ンターに４名の職員を派遣しております。続いて１０１ページをお開

きください。一般救急救命士の再教育病院実習でございます。派遣救

急救命士数５３名をそれぞれ４医療機関に派遣し、実習を実施させて

いただきました。千葉大学医学部附属病院に３６名、千葉医療センタ

ーに６名、みつわ台総合病院に６名、千葉中央メディカルセンターに

５名を派遣して病院実習を行わせていただきました。気管挿管認定救

急救命士再教育でございます。こちらは集合教育となります。千葉市

消防学校におきまして救急救命士１９名に再教育を行いました。薬剤

投与認定救急救命士の再教育及び処置範囲拡大の講習でございます。

これは 3月２５日、２６日に予定しているものでございます。救急救

命士７２名に消防学校で実施する予定でございます。平成２５年度の

救急救命士教育実施状況は以上でございます。 

 ありがとうございました。教育実施状況についてご説明いただきま

したが、ご質問、ご意見はございますか。各医療機関は教育にご協力

いただきましてありがとうございます。よろしいでしょうか。これは

報告事項ですので次に移りたいと思います。それでは次に報告２「指

令センター常駐医師常駐体制の状況について」ということで報告をお

願いします。 

 平成２５年中の消防局指令センター医師常駐体制の状況について報

告するものでございます。詳細につきましては事務局担当よりご説明

いたします。 

 ご説明させていただきます。インデックス資料４、１０７ページを
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お開きください。こちらは平成２５年中の指令センター医師常駐体制

の状況について速報値に基づき報告させていただきます。平成２５年

１２月末現在でございますが、常駐医師に登録していただいているの

は、１７医療機関から１３６名の先生方に登録していただいていると

ころでございます。また指令センター常駐医師の業務実施状況でござ

います。昼間帯・夜間帯とございますが、それぞれ合計で報告させて

いただきます。指示が３５１件、指導・助言が５８６件、報告が８８

３件、また平成２５年 5月から運用開始しております、医師の裁量に

よる医療機関交渉でございますが、こちらは５件ございます。合計１

８２５件ご協力いただきました。また時間帯別指導・助言・報告業務

実施状況でございます。他都市の救急隊からの指導・助言・報告でご

ざいますが、平成２５年５月から始めたところでございます。こちら

昼間帯に１件報告がございました。続きまして、指令センター常駐医

師業務実施状況の推移についてでございます。こちらにつきましては

グラフのとおりでございます。平成２４年と比較しますとそれぞれ平

成２５年は少なくなっております。続きまして、出動件数から比較し

た常駐医師業務実施状況でございます。平成２４年から平成２５年と

比較して、心肺停止症例でございますが、平成２５年は８３８件心肺

停止症例がございます。そちらに伴いまして、指示が３５１件、指導・

助言・報告が１４６９件でございます。まとめでございます。平成２

５年中の救急救命処置に関する指示でございますが、１日約１件、指

導・助言は１日約４件でありました。こちらの救急救命処置の指示の

減少の背景ですが、心肺停止傷病者の減少が一因であると考えており

ます。また、常駐医師の裁量による医療機関交渉件数につきましては

５件でありました。そのすべての事案において常駐医師の医療機関交

渉後、速やかに搬送先医療機関が決定しております。最後に平成２６

年４月から実施される救急救命士の処置範囲が拡大されることから、

一時的に減少した指示・指導・助言件数の増加が見込まれることから

本市のメディカルコントロールの根幹を担っている指令センター常駐

医師体制の重要性が高まるものと考えております。事務局からの説明

は以上でございます。 

 ありがとうございます。従来からの指示・指導・助言・報告等は大

体そうですが、医療機関の交渉は先生方がやっていただけるならやっ

ていただこうというスタンスだったと思いますが、1 年間に５回あっ

たということでした。あとちょっと気になったのは共同指令センター

が発足したけれども千葉市以外の救急隊から指導・助言等が１件しか

なかったということで、お互いに慣れていないというか顔の見える関

係が構築されていないというかそういうところだと思いますが、何か
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ご意見ご質問はありますか。 

 先ほどのシステムもそうなんですけれども、あれも千葉市だけで導

入ということでますます他の市町村の指令台にいる人との会話が少な

くなっちゃうんじゃないかと心配しているんですけれども、奈良県は

県全体で一斉に導入して効果を挙げていますので、ぜひ千葉市で効果

を出して今日は県からも出席してもらっていますけれども、県全体で

少なくとも広域化した医療圏の中で同じように使えるようになればも

っともっとこの常駐体制の効果も上がってくると思いますので、ぜひ

県にもその辺のことを検討していただければと思います。 

 このシステムを導入している奈良県は１４０万人でしたっけ。あれ

は千葉県の東南部全体でやると言ったら結構大変ですよね。あるいは

極端な事言ったら機能しない可能性もありますよね。同時に出たって

とてもじゃないけど運べないところまで出ちゃったりするかもしれま

せんしね。それにしてもやっぱりせっかく常駐医師が座っているので

すから、何か聞いてくださればいいのになって思いますけど。例えば

他の消防本部から来ている指令管制員の人たちは何かおっしゃってい

るんですか。 

 この隣りにある共同指令センター、北東部南部ブロック２０消防本

部で６ＭＣの管轄になっております。この６ＭＣの事務局を持ってい

るそれぞれ消防本部、千葉は単独ですので私どもが持っていますけれ

ども、私どもがその６ＭＣの取りまとめを行って、常にその指令協議

会の方たちと意見交換をしています。やはり率直に申し上げますと、

先生方がおっしゃるように傍らに２４時間ドクターがいる環境に慣れ

ていないというのが一番だと思います。その６ＭＣの連絡協議会の中

では、そういうことを常に共有できて改善できるというような仕組み

は作っておりますので、引き続きそういうところで理解をしていただ

くというようなところにしていきたいと思います。ただなかなかやは

り慣れていただけないというところが現状だと思います。 

 時間が経てば慣れてくるでしょうね。出来るだけいるのだから使っ

ていただきたいですね。他に何かご意見ございますか。これも報告事

項ですのでここまでにしたいと思います。以上で本日予定されていた

ことはすべて終了としたいと思います。それではその他について事務

局からご説明をお願いいたします。 

 平成２６年度第1回千葉市救急業務検討委員会の開催日程について

ご案内をいたします。平成２６年度は本委員会の委員の先生方の改選

時期になりますことから、改選の委嘱事務が整い次第ご案内させてい

ただく予定でございます。また開催時期につきましては平成２６年 5

月中旬頃を予定しております。日程調整につきましては、いつも通り
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ＦＡＸにて送信させていただきますのでお忙しいところ大変恐縮では

ございますが、ご回報のほどよろしくお願いいたします。以上で平成

２６年度第１回千葉市救急業務検討委員会の開催日程についてご説明

を終わらせていただきます。 

 ありがとうございます。何かご質問はありますでしょうか。なけれ

ば本委員会の議事はこれで終わりにしたいと思いますが、先ほど事務

局からおっしゃったように現時点で我々委員の任期は終了でございま

すので、私からご挨拶申し上げたいと思います。私は平成１４年から

千葉市救急業務検討委員会の委員長を拝命しておりまして、１３年間

という長きにわたって務めさせていただきました。しかし、先生方ご

存じかと思いますが、東金市にあります東千葉メディカルセンターに

移ることになりましたし、向こうのほうは本来ならばあそこで地域の

メディカルコントロール協議会が１つあるべきところなんですが、二

分されてしまっていて片方は東部ＭＣ、片方は南部ＭＣに分かれてし

まっていて、ちょっとかわいそうという感じがございます。私の役目

としましては向こうの方で地域のＭＣを立ち上げて、向こうの地域Ｍ

Ｃの病院前救急救護活動を千葉市に負けないようなレベルまで持ち上

げるというのが、今の私に課せられた責務だと思っております。従い

まして千葉市からは身を引きますのであとはこの委員の中でも今期で

終わるという方も何人かいらっしゃると聞いておりますので、残って

いらっしゃる先生方、例えば織田先生を中心に今まで以上に立派なＭ

Ｃ委員会にしていただきたいと思っております。この１４年間にいろ

いろなことを経て、まだ実行している都市が限られている医師の常駐

制度もやりましたし、厚労科研の実証研究もいくつかやらせていただ

いて大変面白かったと思いますし、何よりも委員の皆さんのご協力に

よって私が自分で申すのも何ですが、千葉市のＭＣ協議会は千葉県は

もとより全国でもかなりうまくいっていたほうではないかなと思って

います。それに対して協力していただいた委員の皆様方、事務局の皆

様方、消防の皆様に厚く御礼申し上げたいと思います。今後、私たち

が外から見ても千葉市のＭＣは大したものだというようにますます千

葉市のＭＣ委員会が発展するように、また委員の先生方がこれからも

活躍していただけるように祈念して、私の退任の挨拶とさせていただ

きたいと思います。１４年の長きに渡ってありがとうございました。

ほとんどの委員の先生方の先々代の院長先生から付き合っておりまし

て、段々世代交代をしたのですが、私だけが老醜をさらけ出していつ

までもいたということで反省をしておりますが、長い間ありがとうご

ざいました。 

 事務局からですが、千葉中央メディカルセンター院長の中村先生か
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らもご挨拶をお願いしたいのですが。 

 私事ですが、この３月いっぱいで千葉中央メディカルセンターの院

長の定年を迎えることとなりました。病院を代表してこのような会合

に参加することもこれで最後ですが、本当に長い間ありがとうござい

ました。 

 平澤先生、中村先生どうもありがとうございました。それでは閉会

にあたりまして警防部長の安藤よりご挨拶を申し上げます。 

 警防部長の安藤でございます。本日はお忙しいところ本委員会にご

出席いただき、また遅くまで熱心にご審議いただきありがとうござい

ます。また、今年度で任期が終わりということでただいま平澤先生、

中村先生からご挨拶をいただきましたが、本当に任期の期間中大変あ

りがとうございました。また、このＭＣ協議会から離れられるという

ことではございますが、今後とも千葉市の救急行政に対しましてアド

バイスをいただければと思います。今まで本当にありがとうございま

した。また、本日の委員会におきまして事務局で予定させていただい

た議題・報告事項すべて滞りなく終了することが出来ました。ありが

とうございました。本日ご審議いただきました中で、救急救命士の処

置範囲拡大につきまして、当局の目標としておりました運用開始時期

にそれほど時間のない中での開催となったことをこの場を借りてお詫

び申し上げます。しかしながら当局といたしましても、この運用開始

に向けてやるべきこと、やらなければならないことに全力で取り組ん

でまいりますので運用開始まで、運用開始してからもいろいろな諸問

題があると思いますので、そういう問題を解決して本日ご審議いただ

いたものがより効果のあるものとなるためには先生方のお力添えが必

要でございます。今後とも引き続き千葉市の救急行政に対しましてお

力添えをお願い申し上げます。以上をもちまして平成２５年度第 2回

千葉市救急業務検討委員会を終了とさせていただきます。長時間に渡

りありがとうございました。 

 ありがとうございました。先生方、今しばらくお時間をいただきた

いと思います。冒頭に説明させていただきましたが、先生方にお知ら

せいたします。今年度で退官いたします消防局長の石井並びに救急課

長の大极より退任のご挨拶をさせていただきたく存じます。 

 お忙しいところ申し訳ありません。本日は長時間に渡りまして慎重

審議をいただきましてありがとうございます。大変僭越ではございま

すが、ここで一言ご挨拶をさせていただきます。私事ではございます

が、３月をもちまして退任をさせていただくこととなりました。委員

皆様方におかれましては、私が消防局長を務めさせていただきました

この 2年間に渡りまして、本市のメディカルコントロールに対しまし
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て多大なるご支援を賜りまして誠にありがとうございます。当局のこ

の消防行政が全国的にも注目を浴びまして、相応の実績を残せました

のも委員の先生方の日頃からのご尽力の賜物と考えてございます。引

き続き本市救急行政に対しましてのご指導を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。簡単ではございますが、私の退任の挨拶とさせて

いただきます。本当にありがとうございました。 

 思い起こせば昭和４７年に消防局に入局しまして、勤続４２年です

がこの 3月で退任する運びとなっております。消防は救急、火災、火

災予防等いろんな職種がございますが、私の救急との関わりは昭和５

２年からで、昭和５３年から１１５時間の救急隊員資格を課せられる

ようになりましたが、その前年に「救急業務とは」ということで陸上

自衛隊の衛生学校に研修派遣を１年間いたしまして、その後現場救急

等を重ねまして、救急救命士法施行の２年後の平成６年に組織改正が

ございまして、救急救助課というものが発足しましてそこで９年間救

急業務に携わりまして、救急救命士の養成等に携わってきました。ち

ょうど９年目の平成１５年１０月に医師常駐制度が構築されまして本

日に至っているというところでございます。この退職に当たる最後の

２年にこのような形で皆様方のメディカルコントロール体制の中で、

高度化の推進等いろいろご意見を賜りまして進められたことを光栄に

思っております。皆様方のご協力に対して感謝申し上げますとともに

御礼を申し上げまして退任の挨拶とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

 ほとんどの先生は再任されると思うのですが、中村弘先生は４月か

ら千葉市外の病院に転出されることが決まっていて、この委員会に再

任されてまたおいでいただくということはないと理解しておりますの

で、中村先生には厳しい的確な意見をいただいておりましたので是非

ここでも中村先生にも一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

 大変お騒がせいたしました。長いことありがとうございました。皆

様も本当にありがとうございました。 

 皆様遅くまでありがとうございました。 

 

 平成２６年３月１２日（水）開催の、平成２５年度第２回千葉市救急業務検討委員会

議事録として承認し署名する。 

千葉市救急業務検討委員会     委員長承認済み・確定文書（写）        


